
議案第９９号 

 

北本市公共下水道使用料条例の一部改正について 

 

 北本市公共下水道使用料条例の一部を次のように改正する。 

 

 

平成２５年１１月２８日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治     

 

 

   北本市公共下水道使用料条例の一部を改正する条例 

 

 北本市公共下水道使用料条例（昭和５５年条例第３１号）を次のよう

に改正する。 

 第３条中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

 第７条第１項中「１４．６パーセント」の次に「（納期限の翌日から

１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）」を加

える。 

 附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。 

２ 当分の間、延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７.３パー

セントの割合は、第７条第１項の規定にかかわらず、各年の特例基準

割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下同じ。）が年７.３パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、年１４．６パーセントの割合

にあってはその年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合

を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例

基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合



が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセント

の割合）とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、第３条の

改正規定並びに次項及び附則第３項の規定は、同年４月１日から施行

する。 

 （使用料の消費税に係る経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する規定

の施行の日（以下この項において「施行日」という。）前から継続し

ている公共下水道の使用で、施行日から平成２６年４月３０日までの

間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料（施行

日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月３０日

後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、

施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日

（その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同

じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される

日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３０日までの

期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）

については、なお従前の例による。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたと

きは、これを１月とする。 

 （使用料の延滞金に係る経過措置） 

４ 改正後の第７条及び附則第２項の規定は、延滞金のうちこの条例の

施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に

対応するものについては、なお従前の例による。 
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議案第９９号参考資料 
 

北本市公共下水道使用料条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

（使用料の算出方法） 
第３条 使用料の額は、毎使用月において、公共下水道に汚

水を排除する者（以下「使用者」という。）が排除した汚

水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に

１００分の１０５を乗じて計算した額とする。ただし、１

円未満の端数があるときは、その全額を切り捨てるものと

する。 
略 

 
（延滞金） 

第７条 市長は、使用料を納期限までに納入しない者に対

し、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納し

た額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）に年１４.６パーセントの割合を乗じて計算した額に

相当する金額の延滞金を徴収する。 
 
 
２ 略 

（使用料の算出方法） 
第３条 使用料の額は、毎使用月において、公共下水道に汚

水を排除する者（以下「使用者」という。）が排除した汚

水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に

１００分の１０８を乗じて計算した額とする。ただし、１

円未満の端数があるときは、その全額を切り捨てるものと

する。 
略 

 
（延滞金） 

第７条 市長は、使用料を納期限までに納入しない者に対

し、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納し

た額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）に年１４.６パーセント（納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した額に相当する金額の延滞金を徴

収する。 
２ 略 
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   附 則 
 この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

 
   附 則 
１ この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 
２ 当分の間、延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７.３パーセントの割合は、第７条第１項の規定にかかわ

らず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割

合をいう。以下同じ。）が年７.３パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、年１４．６パーセ

ントの割合にあってはその年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パー

セントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．

３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセン

トの割合）とする。 

 
 


